
３　一般行政職の級別職員数等の状況

（注）１　山口県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和５年４月１日現在）
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（３）昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（山口県）
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和５年４月１日現在）
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